
「日本小児アレルギー学会誌」投稿規程

Ⅰ　投稿論文について
　 1． 日本小児アレルギー学会誌（以下本誌という）に投稿する著者・共著者は学会員でなくてはならない．
　 2． 本誌の原稿は，アレルギーおよびそれと深い関連を有する事項に関する原著（研究報告），速報，症例

報告，総説，短報，調査，集会，会報，などとする．また編集委員会は本会の目的に沿う原稿を会員
以外にも依頼することができる．

　 3． 原稿の採否，掲載の順序などは複数レフェリーの意見を参考にし，編集委員会において決定する．原
稿（図表などを含む）の体裁，長さ，文体などについて著者に修正を求めることがある．また，査読
修正に対する修正期限を設け，修正を求められた日（学会事務局発送日）から起算して 6か月以内と
する．期限を過ぎた場合は再投稿とする．

　 4． 独創に満ちた研究業績でそのプライオリティを確保するために速く公表する必要のある場合，速報と
して投稿することができる．原則 8,000 字以内とし，原稿 1枚目に速報希望と朱記する．

Ⅱ　原稿作成の留意点
　 1． 原稿作成にあたっては，医学雑誌編集者国際委員会（International Committee of Medical Journal 

Editors：ICMJE）の「生物医学雑誌への統一投稿規程」に原則として準拠する．
　 2． プライバシー保護に関しては，「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバ

シー保護に関する指針」（外科関連学会協議会：2004 年 4 月 6 日，2009 年 12 月 2 日一部改正）を遵守
すること．

　 3． 人を対象とする医学研究，およびヒトゲノム・遺伝子解析に関する研究については，ヘルシンキ宣言
を遵守し，当該施設の倫理委員会の承認を得て行い，その旨と倫理委員会承認番号を「方法」の項に
記すこと．

　 4． 動物実験については，日本学術会議の「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」（2006 年 6 月
1 日）に従って行い，その旨を「方法」の項に記すこと．

　 5． 投稿論文の内容について，関連する企業や営利を目的とする団体との利害関係の有無を記載した「利
益相反自己申告報告書」または「Disclosed Potential Conflict of Interest」（別紙規定書式）を投稿時
に提出し，本文末にその旨明記すること．

　 6． 既発表の図（写真を含む），表，その他を引用，転載される場合には，あらかじめ版権所有者の許可を
得ること．

　 7． 二重投稿について
　　　他誌に掲載された内容を一部でも別の雑誌に投稿することや，他誌に寄稿中であるにも関わらず別の

雑誌に投稿すること，また，同じ文章・図表を含む内容を新たに投稿することは二重投稿と判断され
る（他誌と同じ解析方法を用いて得られたデータは図表のスタイルを変えた場合でも二重投稿とみな
される）．ただし，学術大会や研究会等に口演発表した原稿の内容は，著作権法第 32 条を踏まえた引
用による説明があれば二重投稿にはあたらない．

　　　1） すでに同一言語で他誌に発表されたか，あるいは他誌に投稿中の論文と内容が同じとみなされた
場合．

　　　2） 本誌に投稿された論文の図表等の一部が既に他誌に発表されているにも関わらず，既報の論文か
らの引用であることを明記していない場合．

　　　3） 言語を問わず，既報の論文からの引用であることを故意に明記していない場合．
　 8． 不正行為の禁止について
　　　投稿に際して以下に示す不正行為を禁止する．
　　　1） 誤ったデータと知りながら投稿すること
　　　2） 著者らのものではないデータを投稿すること
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　　　3） 利害関係があることを隠ぺいすること
Ⅲ　執筆要領
　［1］原稿作成について
　　 1） タイトルページ（1ページ目）
　　　　 論文の種類（「原著」，「総説」など），表題（原則として略語を用いないこと），著者名（ふりがなつ

き），所属機関名（研究室名，教室名を含む），簡潔表題（brief title for a running head，25 字以内）
を記載すること．なお，表題，著者名，所属機関名は英文でも表記すること．また，代表者（Cor-
responding author）の連絡先（住所，電話，FAX，E—mail address）を明記すること．

　　 2） 2 ページ目
　　　　 論文中のKey words（5 個以内，原則日本語に英語を付記），および原稿中の略語（全綴り明記）を

ABC順に配列し記載すること．
　　 3） 3 ページ目
　　　　 簡明な和文抄録（研究目的，方法，成績，新知見などの要点を 450 字以内にまとめる）を添付する

こと．
　　 4） 4 ページ目
　　　　 和文抄録に対する英文抄録を200 words前後でまとめること．ネイティブの校閲を受けた上で投稿

すること．
　　 5） 5 ページ目以降
　　　　 本文は原稿の 5ページ目（6ページ目からでも可）より記載すること．
　　 6） 原稿は和文または英文によるものとする．和文，英文の原稿ともに施設名などの記入のない用紙を

使用し，ページ番号および行番号（全体の通し番号）を必ず記載する．
　　 7） 和文原稿は原則として 8,000 字（文献共）以内とし，1頁あたり 800 文字で設定すること．英文原稿

も和文に準じ，タイトル，文献含め 5,000 words 以内とする．
　　 8） 記述は文章作成ソフトを用い明朝体（英文はTimes または Century）フォントを使用し，現代かな

づかい，かな交り，横書きとすること．環境依存文字（①（丸囲い数字），（社）（株）　等）は使用
しないこと．

　　 9） 外来語および外国人名で慣用訳のないものは原字そのままを用いること．動物，植物，細菌などの
学名はアンダーラインを付し（印刷の場合イタリック体とするため），2命名法によって属名の最初
の 1字のみは大文字にすること．文中の外来語は固有名詞（人名，商品名など）を除き，原則とし
て小文字を使用すること．

　　10） 薬品名は一般名で記載する（商品名を記載する必要がある場合には初出時に一般名に続けて®と記
載する）．

　　11） 度量衡の単位は SI 単位を原則とする．例）m，cm，mm，μ，nm，pm；L，mL，μL；kg，g，
mg，μg，ng，pg などを用い，各符号のあとに省略記号（．）をつけないこと．

　　12） 数を表すにはすべて算用数字を用いるが，成語はそのまま用いること（例：一般，同一，1回，1
度）．

　［2］略語について
　　 文中初出時に全綴りのあとに略語を（　）内に記し，以後は略語のみ記載する．略語は基本的に国際刊
行物を参照して適切な略語を選び，原則として新しい略語をつくらないこと．

　［3］図表（写真含む）について
　　1． 図表は原稿文中に含めず，総計 10 点以内とする．図はWord・Excel・PowerPoint，表はWord・

Excel のいずれかで作成する．図表を Excel または PowerPoint 以外のソフトで作表した場合は，
JPEGまたは PDF形式に変換したものとする．

　　2． 表の題名はその上部に記し，図（写真）の題名は下部に記し，その図表の説明はすべて下部に記載す
ること．
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　［4］引用文献の記載について
　　1． 引用した文献は，本論文の内容ととくに関連するものを選択する．本文中においては出現順に番号を

つけ，本文の終りに番号の順序に従って列挙し，文献ごとに著者名，標題，雑誌名，年（西暦），巻
（「号」は不要），頁—頁，を明記すること．著者名は 3名までは全員を，4名以上の場合は筆頭者 1名
を書き，「他」または et al. を付けること．

　　2． 英文誌名の省略方法は国際基準（バンクーバー方式）を参照とする．
　　3． 和文雑誌名は省略しない．
　　4． 電子資料からの参考文献はインターネットアドレスを記載する．
　　　　［例］
　　　 1） 高石敏昭，他．養蜂家における IgG4 を中心とする免疫学的検討．アレルギー 1983；32：1106—

1112．
　　　 2） 白石　透．吸入療法．原澤道美，吉村敬三編．臨床呼吸器病学．朝倉書店，1982：275—278．
　　　 3） Davies AO, Lefkowitz RJ. In vitro desensitization of beta adrenergic receptors in human neutro-

phils. J Clin Invest 1983；71：165—171.
　　　 4） Ellis EF. Status asthmaticus during childhood. In Weiss EB, ed（s）Status Asthmaticus. Balti-

more：University Park Press, 1978：305—315.
　　　 5） ＜ガイドラインなどの場合＞
　　　　　 日本小児アレルギー学会．長期管理に関する薬物療法．小児気管支喘息治療・管理ガイドライン

2012．協和企画，2011：112—129．
　　　 6） ＜班会議などの場合＞
　　　　　 著者（報告者），表題（論文），省・庁の研究班名，班長名，報告書名，出版年，頁（初出）．
　　　 7） ＜Web ページなどの場合＞
　　　　　 日本小児科学会小児死亡登録・検証委員会．“子どもの死に関する我が国の情報収集システムの確

立に向けた提言書”．公益社団法人日本小児科学会．http:／／www.jpeds.or.jp／modules／guidelines／
index.php（参照 2014—1—27）

Ⅳ　短報について
　短報は原則として刷り上がり 2頁までとし図表は 2個以内とする．
　 文字数は表題，著者名，所属機関名，図表，和文抄録，英文抄録，略語，key words，などを含めて 2,500
字以内とする．
Ⅴ　地域研究会・学会記録について
　1． 1 ないし複数の都道府県にまたがる小児アレルギー関連の学会または研究会の演題名・発表者名の一覧

を開催記録として投稿することができる．採否，掲載時期は編集委員会で決定するが，申し込みには
以下の 4条件を満たす必要がある．

　　 1） 協賛企業と研究会・学会との利益相反状態を開示する必要がある．
　　 2） 投稿に際し当該研究会，学会の規約，役員名簿を提出する．
　　 3） 一般演題は 3題以上の研究会とする．
　　 4） 当該地域の本学会評議員 2名の推薦がある．
　2． 掲載料と別冊代は別途定める．
Ⅵ　編集委員会への手紙について
　1． 編集委員会への手紙は，掲載論文の内容に関する意見・質問とし，原則として該当する論文の著者から

のそれに対する返答と共に掲載する．
　2． 投稿論文の内容に関する意見・質問は 900 字以内，文献は 3編以内とする．回答は 1,200 字以内（文献

共），図表は 1個以内とする．
　3． 掲載は原則として1回限りとする．掲載の採否は編集委員会が決定する．掲載に関する費用はかからな

い．
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Ⅶ　発行後の正誤訂正について
　 印刷後の訂正，追加などは原則として取り扱わない．ただし，著者から申し出があり，かつ編集委員会が
適当と認めた場合に限り掲載する．
Ⅷ　校正について
　 印刷の校正については，初校は著者において行うが，文章の削除，挿入などは許されない．再校は原則と
して編集委員会がこれを行うこととする．
Ⅸ　著者負担について（別冊代・超過頁代・カラー写真掲載代）
　1． 別冊代：別冊を必要とする場合には，その所要数を原稿の表紙に明記されたい．別冊は50部まで無料，

それ以外は有料となる．別冊料金は別途定める．別冊申し込みは印刷の都合上 50 部単位とする．
　2． 超過頁代：投稿原稿については，刷り上がり 7頁以内の掲載は無料とするが，それを超過する場合は 1

頁ごとに超過料金として著者の負担とする．ただし，治験研究に関する掲載料は編集委員会の判断によ
る．短報の場合は刷り上がり2頁まで無料とする．それを超過する場合は1頁ごとに超過料金として著
者の負担とする．超過料金は別途定める．

　3． 写真および図表のカラー印刷は，実費分全額著者の負担とする．ただし，依頼原稿の場合は，その限り
ではない．

　4． 図が不鮮明なものについては，編集委員会の判断でトレースを依頼することとする．ただし，これにか
かる費用は著者の実費負担とする．

Ⅹ　著作権について
　掲載論文，抄録等の著作権は本学会に帰属する．
�　入稿方法
　1． 原稿は，オンライン投稿・査読システムから投稿されたい．学会ホームページの学会発行物のページか

らオンライン投稿・査読システムに入り，システムの指示に従い，必要事項の入力とファイル（本文
ファイル，図表ファイル，利益相反申告書，誓約書，カバーレターなど）のアップロードを行うこと．
アップロード後に作成される PDFファイルの確認・認証を行い，投稿を完結させること．

　2． お問い合わせ先
 　　〒100—0014　東京都千代田区永田町 2—14—2 山王グランドビル 4階　株式会社診断と治療社　内
 　　日本小児アレルギー学会誌制作担当　宛
 　　E—mail：jspaci@shindan.co.jp
  平成 21 年 3 月一部改訂
  平成 23 年 5 月一部改訂
  平成 23 年 10 月一部改訂
  平成 24 年 5 月一部改訂
  平成 25 年 8 月一部改訂
  平成 26 年 4 月一部改訂
  平成 26 年 12 月一部改訂
  平成 27 年 11 月一部改訂
  平成 28 年 3 月一部改訂
  平成 30 年 12 月一部改訂
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一般社団法人日本小児アレルギー学会 

「医学研究の利益相反（COI）に関する指針」 

序文 

 一般社団法人日本小児アレルギー学会 (以下、本会) が主催する学術集会や

出版物などで発表される研究成果には新たな診断・治療・予防法開発などの臨

床研究や臨床試験 (ここでは両者を併せて臨床研究と呼ぶ) が多く含まれ、こ

れらの研究の推進には製薬企業などとの共同研究、受託研究、奨学寄付金、寄

付講座などの産学連携活動が基盤となっているものも多い。産学連携活動は教

育・研究の活性化や経済活動の活性化を図る上で重要な活動であり、本会が小

児アレルギー疾患に関する臨床研究を進め、その成果を社会に還元する上でも、

重要な役割を果たしている。  

 一方、産学連携による臨床研究は公的な存在である学会が特定の企業の活動

に関与することになり、その結果、公的な学術団体およびそこに主体的に参加

する会員としての責任と、産学連携活動に伴い生じる学会や会員個人が得る利

益とが相反する状態、すなわち利益相反 (conflict of interest: COI) 状態が

不可避的に発生しうる。臨床研究は人の生命に直結しうるものであり、臨床研

究に携わる者においてこの利益相反状態が深刻な場合には、患者や被験者の人

権や生命の安全が損なわれたり、研究の方法や結果の解釈がゆがめられたりす

るおそれもあることから、公的団体である本会およびそこに参加する個々の会

員には、この利益相反状態を適切に管理することにより、学術団体としての公

共性を保った上で産学連携活動を適切に推進することが求められる。また、臨

床研究以外に、生命科学研究や基礎医学研究に属する研究であっても、臨床研

究への発展を目指して産学連携で行われる研究は、臨床研究と同様、利益相反

状態が適切に管理されるべきものであると考えられることから、本会は、予防、

診断および治療方法の改善、疾病原因および病態の理解の向上ならびに患者の

生活の質の向上等を目的として行われる産学連携の研究であって、生命科学研

究や基礎医学研究から人間を対象とする臨床医学研究 (個人を特定できる人由

来の材料および個人を特定できるデータに関する研究を含む)、臨床試験までの

研究を医学研究と定義し、利益相反に関する指針を策定すべき対象と規定する。 

 

Ⅰ．目的 
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 小児アレルギー疾患の発症予防・診断・治療に関する研究の実施や、その成

果の普及・啓発などの活動を、中立性と公明性を維持した状態で適正に推進さ

せることは、本会に科せられた社会的責務である。同時に、人間を対象とする

医学研究の実施にあたっては、被験者の人権・生命を守り、安全に実施するこ

とに格別な配慮が求められる。 

 本会は、医学研究における産学連携活動の推進にあたり、医学研究の高度な

倫理性、中立性、公明性を維持し、学会発表等におけるその成果の透明性を高

めることにより、社会に対する説明責任を果たし、学会活動の社会的信頼性を

保つために、会員などの利益相反状態を適切に管理する上での基本的な考え方

を示す「医学研究に係る利益相反指針」(以下、本指針と略す) を策定する。こ

こで言う医学研究とは、臨床研究のみならず、臨床研究への発展を目指して産

学連携で行われる生命科学研究や基礎医学研究に属する研究を含む。これらの

研究はその成果が人間の生命に直結しうる研究であり、とりわけ高い倫理性が

求められることから、その実施にあたっては利益相反状態のより適切な管理が

必要である。本会は、本会の会員などが本会の関係する各種事業に参加し発表

する場合、本指針を遵守し、自らの利益相反状態を自己申告によって適切に開

示することを求める。 

 

Ⅱ．対象者  

 利益相反状態が生じる可能性がある以下の対象者に対し、本指針が適用され

る。  

1. 本会会員 

2. 本会が主催、共催する学術集会、講演会などで発表する者 

3. 本会が主導する治験等の参加者 

4. 本会の役員 (理事長、理事、監事)、学術集会担当責任者 (会長など)、

各種委員会の委員長および委員 (顧問を含む)、特定の委員会に関連し

た作業部会 (ワーキンググループなどの委員、顧問、執筆協力者、シス

テマティックレビューチームメンバーを含む) 

5. 本会の事務職員 (非常勤も含む) 

6. 1〜4の対象者の配偶者、一親等の親族、または収入・財産を共有する者 

7. その他利益相反委員会が必要と定めた者 
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Ⅲ．対象となる活動 

 本会が行うすべての事業活動に対して本指針を適用する。  

1. 学術集会、講演会 (年次大会含む) などの開催  

2. 学会機関誌、学術図書などの発行 

3. 研究および調査の実施 

4. 研究の奨励および研究業績の表彰 

5. 関連学術団体との連絡および協力 

6. 国際的な研究協力の推進 

7. その他目的を達成するために必要な事業 

 

特に、下記の活動を行う場合には、特段の指針遵守が求められる。  

① 本会が主催する学術集会、講演会 (以下、講演会など) などでの発表  

② 学会誌などの刊行物での発表 

③ 診療ガイドライン、マニュアルなどの策定 

④ 学会が実施する調査、治験への参加 

⑤ 臨時に設置される調査委員会、諮問委員会などでの作業  

 

Ⅳ．申告すべき事項  

 対象者は、個人における以下の1〜9の事項で、細則で定める基準を超える場

合には、その正確な状況を本会理事長に申告するものとする。  

 申告された内容の具体的な開示、公開の方法および「医学研究に関連する企

業・法人組織や営利を目的とする団体」については別に細則で定める。  

1. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体の役員、

顧問職、社員などへの就任  

2. 医学研究に関連する企業の株の保有 

3. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体からの特

許権などの使用料 
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4. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体から、会

議の出席 (発表) に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払

われた日当 (講演料など) 

5. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体がパンフ

レットなどの執筆に対して支払った原稿料  

6. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体が提供す

る医学研究費 (治験、臨床試験費など) 

7. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体が提供す

る研究費 (受託研究、共同研究、寄付金など) 

8. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体がスポン

サーとなる寄付講座  

9. その他、医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とする団体

からの上記以外の旅費 (学会参加など) や贈答品などの受領 

10. 企業・組織や団体から共同研究等の契約のない役務の提供 

 

Ⅴ．利益相反状態との関係で回避すべき事項 

医学研究の遂行やその結果の公表、診療ガイドラインの策定などは純粋に科学

性、倫理性、中立性、公明性を保って行われるべきである。本会の会員などは、

医学研究の実施にあたって、その研究への資金提供者・企業の利害や恣意的な

意図に影響されてはならず、下記に示すような研究の中立性、信頼性に対する

影響を避けられないような行為等をしてはならない。 

1. 医学研究に関する利益相反対象者の全てが回避すべき事項 

1) 臨床試験被験者の仲介や紹介に係る報償金の取得 

2) ある特定期間内での症例集積に係る報償金の取得 

3) 特定の研究結果に対する成果報酬の取得 

4) 研究成果の学会発表や論文発表の決定に関して、資金提供者・企業が

影響力の行使を可能とする契約の締結 

 

2. 医学研究の試験責任者が回避すべき事項 
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 医学研究 (臨床試験、治験を含む) の計画・実施に決定権を持つ総括責任者

には、重大な利益相反状態にあると社会的に判断される下記1〜6に該当するこ

とのない研究者が選出されるべきであり、また選出後もその状態を維持すべき

である。 

1) 当該医学研究を依頼する企業の株の保有 

2) 当該医学研究の結果から得られる製品・技術の特許料・特許権などの

取得 

3) 当該医学研究を依頼する企業や営利を目的とした団体の役員、理事、

顧問などへの就任 (無償の科学的な顧問は除く) 

4) 当該医学研究に関係のない学会参加に対する資金提供者・企業からの

旅費・宿泊費の支払い  

5) 当該医学研究に要する費用を大幅に超える金銭の取得  

6) 当該医学研究に要する時間や労力に対する正当な報酬以外の金銭や贈

り物の取得  

 

 但し、1)〜6)に該当する研究者であっても、当該医学研究を計画・実行する

うえで必要不可欠の人材であり、かつ当該医学研究が医学的に極めて重要な意

義をもつような場合には、その判断と措置の公平性、公正性および透明性が明

確に担保されるかぎりにおいて、当該医学研究の責任医師に就任することがで

きる。  

 

Ⅵ．実施方法 

1. 会員の責務 

 会員は医学研究成果を学術講演などで発表する時には、当該研究実施に関

わる利益相反状態を本会の細則にしたがい、所定の書式で適切に開示するも

のとする。 

2. 役員などの責務 

 本会の役員 (理事長、理事、監事)、学術集会・講演会担当責任者 (会長

など)、各種委員会委員長、特定の委員会委員、および特定の委員会に関連

する作業部会の委員は、本会に関わるすべての事業活動に対して重要な役割

と責務を担っており、当該事業に関わる利益相反状況については、就任した
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時点で所定の書式にしたがい自己申告を行なうものとする。また、就任後、

新たに利益相反状態が発生した場合には規定にしたがい、修正申告を行うも

のとする。 

3. 利益相反委員会の役割 

 利益相反委員会は、本会が行うすべての事業において、重大な利益相反状

態が会員に生じた場合、あるいは、利益相反の自己申告が不適切で疑義があ

ると指摘された場合、当該会員の利益相反状態を管理するためにヒアリング

などの調査を行い、その結果を理事長に答申する。  

4. 理事会の役割 

 理事会は、会員などの研究発表等や、役員などの本会の事業遂行において、

重大な利益相反状態が生じた場合、あるいは利益相反の自己申告が不適切で

あると認めた場合は、利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて、改善

措置などの指示や妥当な措置を講ずる。 

5. 学術集会・講演会担当責任者の役割 

 学術集会・講演会の担当責任者 (会長など) は、学術集会・講演会で医学

研究の成果が発表される場合には、その実施が本指針に沿ったものであるこ

とを検証し、本指針に反する演題については発表を差し止めるなどの措置を

講ずることができる。この場合には、速やかに発表予定者に理由を付してそ

の旨を通知する。なお、これらの措置の際に上記担当責任者は利益相反委員

会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示することができる。 

6. 編集委員会の役割 

 学会誌編集委員会は、学会機関誌などの刊行物で研究成果の原著論文、

総説、診療ガイドライン、編集記事、意見などが発表される場合、その実

施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する場合には掲

載を差し止めるなどの措置を講ずることができる。この場合、速やかに当

該論文投稿者に理由を付してその旨を通知する。本指針に違反していたこ

とが当該論文掲載後に判明した場合は、当該刊行物などに編集委員長名で

その旨を公知することができる。なお、これらの措置の際に編集委員長は

利益相反委員会に諮問し、その答申に基づいて改善措置などを指示するこ

とができる。 

7. その他 
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 その他の委員長・委員は、それぞれが関与する学会事業に関して、その

実施が本指針に沿ったものであることを検証し、本指針に反する事態が生

じた場合には、速やかに事態の改善策を検討する。なお、これらの対処に

ついては利益相反委員会に諮問し、答申に基づいて理事会は改善措置など

を指示することができる。  

 

Ⅶ．指針違反者に対する措置と説明責任 

1. 指針違反者に対する措置 

 本会理事会は、別に定める規則により、本指針に違反する行為に関して審

議する権限を有しており、利益相反委員会に諮問し、答申を得たうえで、理

事会で審議した結果、重大な指針違反があると判断した場合には、その違反

の程度に応じて一定期間、次の措置の全てまたは一部を講ずることができる。 

1) 本会が開催するすべての学術集会・講演会での発表禁止 

2) 本会の刊行物への論文掲載禁止 

3) 本会の学術集会・講演会の会長就任禁止 

4) 本会の理事会、委員会、作業部会などへの参加禁止 

5) 本会の代議員の解任、あるいは代議員になることの禁止 

6) 本会会員の資格停止、除名、あるいは入会の禁止 

7) その他は理事会の審議に準ずる 

 

 指針違反者に対する措置が確定した場合、当該会員が所属する他の関連学

会の長へ情報提供を行うことができる。  

2. 不服の申立  

 被措置者は、本会に対し不服申立をすることができる。本会の理事長は、

これを受理した場合、速やかに不服申立て審査委員会を設置して審査を委ね、

その答申を理事会で協議したうえで、その結果を不服申立者に通知する。  

3. 説明責任 
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 本会は、自らが関与する場所で発表された医学研究の成果について、重大

な本指針の違反があると判断した場合は、直ちに理事会の協議を経て社会に

対する説明責任を果たさねばならない。 

 

Ⅷ．細則の制定 

 本会は、本指針を運用するために必要な細則を制定することができる。  

 

Ⅸ．指針の改正  

 本指針は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療

および研究をめぐる諸条件に適合させるためには、定期的に見直しを行い、

改正することができる。本指針や細則の改正にあたっては、適宜、本会と関

係の深い日本小児科学会および日本アレルギー学会と協議することができ

る。 

  

Ⅹ．施行日  

1. 本指針は2019年9月2日より施行する。  
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一般社団法人日本小児アレルギー学会 

「医学研究の利益相反（COI）に関する指針」施行細則  

 

 日本小児アレルギー学会（以下、本会と略す）は会員などが医学研究を適切

に実施するために「医学研究の利益相反に関する指針」(以下、指針と略す) を

策定した。この指針に基づいて本会会員などの利益相反状態を公正にマネージ

メントするために、「医学研究の利益相反に関する指針の細則」(以下、細則と

略す) を次のとおり定める。  

 

第1条 本学会講演会などにおける利益相反事項の申告 

 第1項 

会員、非会員の別を問わず、本会が主催する学術大会、講演会、市民公開講

座などで医学研究に関する発表・講演を行う場合、筆頭発表者は、配偶者、

一親等の親族、生計を共にする者も含めて、今回の演題発表に関して、医学

研究に関連する企業や営利を目的とした団体との抄録登録時から過去3年分

における利益相反状態の有無を、抄録登録時に様式1により自己申告しなけ

ればならない。筆頭発表者は該当する利益相反状態について、発表スライド

の最初 (または演題・発表者などを紹介するスライドの次) に様式1-Aによ

り、あるいはポスターの最後に所定の様式1-Bにより開示するものとする。 

 第2項 

医学研究に関連する企業・法人組織、営利を目的とする団体とは、医学研究

に関し次のような関係をもった企業・組織や団体とする。 

1. 医学研究を依頼し、または、共同で行った関係 (有償無償を問わない) 

2. 医学研究において評価される療法・薬剤、機器などに関連して特許権な

どの権利を共有している関係 

3. 医学研究において使用される薬剤・機材などを無償もしくは特に有利な

価格で提供している関係 

4. 医学研究について研究助成・寄付などをしている関係 

5. 医学研究において未承認の医薬品や医療器機などを提供している関係 

6. 寄付講座などのスポンサーとなっている関係 
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 第3項 

発表演題に関連する「医学研究」とは、医療における疾病の予防法、診断法

および治療法の改善、疾病原因および病態の理解ならびに患者の生活の質の

向上を目的として実施される基礎的ならびに臨床的研究であって、人間を対

象とするものをいう。人間を対象とする医学研究には、個人を特定できる人

間由来の試料および個人を特定できるデータの研究を含むものとする。個人

を特定できる試料またはデータに当たるかどうかは厚生労働省の「臨床研究

に関する倫理指針」に定めるところによるものとする。 

 

第2条 本会機関誌などにおける届出事項の公表  

 日本小児アレルギー学会雑誌で発表 (総説、原著論文など) を行う著者全員

は、会員、非会員を問わず、発表内容が本細則第一条第2項に規定された企業・

組織や団体との経済的な関係がある場合には、投稿時から過去3年間における利

益相反状態を投稿規定に定める「利益相反自己申告報告書」または「Disclosed 

Potential Conflict of Interest」(様式2-A 「利益相反自己申告書」あるいは

様式2-B Conflict of Interest Disclosure Statement) を用いて事前に学会事

務局へ届け出なければならない。corresponding author は当該論文にかかる著

者全員からのCOI 状態に関する申告書を取りまとめて提出し、記載内容につい

て道義的責任を負うことが求められる。この「利益相反自己申告書」または

「Disclosed Potential Conflict of Interest」の記載内容は日本小児アレル

ギー学会雑誌の規定に従って、論文末尾、AcknowledgmentsまたはReferencesの

前に掲載される。規定された利益相反状態がない場合は、「著者はこの論文に

関連した利益相反状態にはない」または「No potential conflicts of interest 

were disclosed.」などの文言が同部分に記載される。投稿時に明らかにする利

益相反状態は、「医学研究の利益相反に関する指針」に記載の申告すべき事項

で定められたものを自己申告する。各々の開示すべき事項について、自己申告

が必要な金額は第2条にしたがう。日本小児アレルギー学会雑誌以外の本会刊行

物での発表もこれに準じる。なお、届けられた「利益相反自己申告書」または

「Disclosed Potential Conflict of Interest」は論文査読者には開示しない。 

 

第3条 役員、委員長、委員などの利益相反申告書の提出 
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 第1項 

本会の役職者 (理事長、理事、監事)、学術集会会長および次期以降の会長

予定者、各種委員会委員長、特定の委員会 (学会誌編集委員会、診療ガイド

ライン策定に関わる委員会、社会保険委員会、規約委員会、利益相反委員会) 

などの委員 (顧問も含む)、作業部会委員、学会の従業員は、「医学研究の

利益相反に関する指針」に記載の申告すべき事項について、就任時の前年か

ら過去3年間における利益相反状態の有無を所定の様式3にしたがい、新就任

時と、就任後は1年ごとに、利益相反自己申告書を理事会へ提出しなければ

ならない。既に利益相反自己申告書を届けている場合には提出の必要はない。

但し、利益相反の自己申告は、本学会が行う事業に関連する企業・法人組織、

営利を目的とする団体に関わるものに限定する。 

第2項 

各々の開示・公開すべき事項について、自己申告が必要な金額は、第4条で

規定された基準額とし、様式3にしたがい、項目ごとに金額区分を明記する。

様式3は就任時の前年から過去3年間を記入し、その算出期間を明示する。但

し、役員などは、在任中に新たな利益相反状態が発生した場合には、8週以

内に様式3を以て報告する義務を負うものとする。 

 

第4条 利益相反自己申告の基準について  

 利益相反自己申告が必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項に

ついて基準を定めるものとする。  

1. 医学研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体（以下、企

業・組織や団体という）の役員、顧問職については、1つの企業・組織

や団体からの報酬額が年間100万円以上とする。 

2. 株式の保有については、1つの企業についての1年間の株式による利益

（配当、売却益の総和）が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5％

以上を所有する場合とする。  

3. 企業・組織や団体からの特許権使用料については、1つの権利使用料が

年間100万円以上とする。 
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4. 企業・組織や団体から、会議の出席 (発表) に対し、研究者を拘束した

時間・労力に対して支払われた日当 (講演料など) については、一つの

企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上とする。 

5. 企業・組織や団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料に

ついては、1つの企業・組織や団体からの年間の原稿料が合計50万円以

上とする。  

6. 企業・組織や団体が提供する研究費については、一つの企業・団体から

医学研究 (受託研究費、共同研究費など) に対して支払われた総額が年

間500万円以上とする。 

7. 企業・組織や団体が提供する奨学 (奨励) 寄付金については、1つの企

業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局 (講座・

分野) あるいは研究室の代表者に支払われた総額が年間100万円以上の

場合とする。  

8. 寄付講座については、企業・組織や団体が提供する寄付講座に申告者ら

が所属している場合とする。 

9. その他、研究とは直接無関係な旅行、贈答品などの提供については、1

つの企業・組織や団体から受けた総額が年間5万円以上とする。  

 

 但し、6、7については、筆頭発表者個人か、筆頭発表者が所属する部局 (講

座、分野) あるいは研究室などへ、研究成果の発表に関連し、開示すべき利

益相反関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供が

あった場合に申告する必要がある。 

 上記の申告すべき項目のなかで、企業・法人組織・団体からの奨学寄附金

の受け入れ先は、 機関の長 (学長か病院長) と講座・分野の長と大きく2

つに分かれている。前者の場合、研究者個人との関わりはないと判断されが

ちだが、企業・法人組織・団体から機関の長を経由した形で奨学寄附金が発

表者個人か、発表者が所属する部局 (講座、分野) あるいは研究室へ配分さ

れている場合にはその額を申告する必要がある。 

次に、疑義が出やすい申告項目としては、企業からの寄附金などを非営

利法人 (例、NPO) や公益法人 (例、財団) を介しての資金援助 (受託研究
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費、研究助成費) が該当するが、同様に自己申告する必要がある。資金援

助金が高額であればあるほど研究成果の客観性や公平性が損なわれている

印象を第三者に与えやすいことから、社会からの疑念や疑義が生じないよ

うにするためにも関連企業からの研究支援が間接的にあると想定される場

合には自らCOI自己申告をしておくことが望ましい。 

第5条 利益相反自己申告書の取り扱い 

第1項 

 学会発表のための抄録登録時あるいは本学会雑誌への論文投稿時に提出さ

れる利益相反自己申告書は提出の日から2年間、理事長の監督下に法人の事

務所で厳重に保管されなければならない。同様に、役員の任期を終了した

者、委員委嘱の撤回が確定した者に関する利益相反情報の書類なども、最

終の任期満了、あるいは委員の委嘱撤回の日から2年間、理事長の監督下に

法人の事務所で厳重に保管されなければならない。2年間の期間を経過した

者については、理事長の監督下において速やかに削除・廃棄される。但し、

削除・廃棄することが適当でないと理事会が認めた場合には、必要な期間

を定めて当該申告者の利益相反情報の削除・廃棄を保留できるものとする。

学術集会などの会長 (次期予定者を含む) に関する利益相反情報に関して

も役員の場合と同様の扱いとする。 

第2項 

 本学会の理事・関係役職者は、本細則にしたがい、提出された自己申告書

をもとに、当該個人の利益相反状態の有無・程度を判断し、本学会として

その判断にしたがったマネージメントならびに措置を講ずる場合、当該個

人の利益相反情報を随時利用できるものとする。しかし、利用目的に必要

な限度を超えてはならず、また、上記の利用目的に照らし開示が必要とさ

れる者以外の者に対して開示してはならない。 

第3項 

 利益相反情報は、第5条第2項の場合を除き、原則として非公開とする。利

益相反情報は、学会の活動、委員会の活動 (附属の常設小委員会などの活

動を含む)、臨時の委員会などの活動などに関して、本学会として社会的･

道義的な説明責任を果たすために必要があるときは、理事会の協議を経て、

必要な範囲で本学会の内外に開示もしくは公表することができる。但し、
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当該問題を取り扱う特定の理事に委嘱して、利益相反委員会などの助言の

もとにその決定をさせることを妨げない。この場合、開示もしくは公開さ

れる利益相反情報の当事者は、 理事会もしくは決定を委嘱された理事に対

して意見を述べることができる。但し、開示もしくは公表について緊急性

があって意見を聞く余裕がないときは、その限りではない。 

第4項 

 非会員から特定の会員を指名しての開示請求（法的請求も含めて）があっ

た場合、妥当と思われる理由があれば、理事長からの諮問を受けて利益相

反委員会が個人情報の保護の観点も含めて適切に対応する。しかし、利益

相反委員会で対応できないと判断された場合には、理事長が指名する本学

会会員若干名（必要に応じて外部委員を含む）により構成される利益相反

調査委員会を設置して諮問する。 

利益相反調査委員会は開示請求書を受領してから30日以内に委員会を開催

して可及的すみやかにその答申を行う。 

 

第6条 利益相反委員会  

 理事長が指名する本会会員若干名 (必要に応じて外部委員を含む) により、

利益相反委員会を構成し、委員長は委員の互選により選出する。利益相反委員

会委員は知り得た会員の利益相反情報についての守秘義務を負う。利益相反委

員会は、理事会などと連携して、利益相反ポリシーならびに本細則に定めると

ころにより、会員の利益相反状態が深刻な事態へと発展することを未然に防止

するためのマネージメントと違反に対する対応を行う。委員にかかる利益相反

事項の報告ならびに利益相反情報の取扱いについては、第5条の規定を準用する。  

 

第7条 違反者に対する措置 

第1項 

本会の機関誌 (日本小児アレルギー学会雑誌) などで発表を行う著者、なら

びに本会講演会などの発表予定者によって提出された利益相反自己申告事

項について、疑義もしくは社会的・道義的問題が発生した場合、本会として

社会的説明責任を果たすために利益相反委員会が十分な調査、ヒアリングな

どを行ったうえで適切な措置を講ずる。深刻な利益相反状態があり、説明責

任が果たせない場合には、理事長は、利益相反委員会の調査結果をもとに理
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事会で審議のうえ、当該発表予定者の学会発表や論文発表の差止めなどの措

置を講じることができる。既に発表された後に疑義などの問題が発生した場

合には、理事長は事実関係を調査し、違反があれば掲載論文の撤回などの措

置を講じ、違反の内容が本学会の社会的信頼性を著しく損なう場合には、本

会の定款にしたがい、会員資格などに対する措置を講ずる。 

第2項 

本会の役員、各種委員会委員長、利益相反自己申告が課せられている委員お

よびそれらの候補者について、就任前あるいは就任後に申告された利益相反

事項に問題があると指摘された場合には、利益相反委員会委員長は文書をも

って理事長に報告し、理事長は速やかに理事会を開催し、理事会として当該

指摘を承認するか否かを議決しなければならない。当該指摘が承認された時、

役員および役員候補者にあっては退任し、また、その他の委員に対しては当

該委員および委員候補者と協議のうえ委嘱を撤回することができる。 

 

第8条 不服申し立て 

第1項: 不服申し立て請求 

第7条1項により、本学会事業での発表 (学会機関誌、学術講演会など) に対

して違反措置の決定通知を受けた者ならびに、第7条2項により役員の退任あ

るいは委員委嘱の撤回を受けた候補者は、当該結果に不服があるときは、理

事会議決の結果の通知を受けた日から7日以内に、理事長宛ての不服申し立

て審査請求書を学会事務局に提出することにより、審査請求をすることがで

きる。審査請求書には、委員長が文書で示した撤回の理由に対する具体的な

反論･反対意見を簡潔に記載するものとする。  

その場合、委員長に開示した情報に加えて異議理由の根拠となる関連情報を

文書で示すことができる。  

第2項: 不服申し立て審査手続 

1. 不服申し立ての審査請求を受けた場合、理事長は速やかに利益相反不服

申し立て審査委員会 (以下、審査委員会という) を設置しなければなら

ない。審査委員会は理事長が指名する本会会員若干名 (必要に応じて外

部委員を含む) により構成され、委員長は委員の互選により選出する。

利益相反委員会委員は審査委員会委員を兼ねることはできない。審査委
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員会は審査請求書を受領してから30日以内に委員会を開催してその審査

を行う。  

2. 審査委員会は、当該不服申し立てにかかる利益相反委員会ならびに不服

申し立て者から必要がある時は意見を聴取することができる。 

3. 審査委員会は、特別の事情がない限り、審査に関する第1回の委員会開催

日から１ヶ月以内に不服申し立てに対する答申書をまとめ、理事長に提

出する。  

4. 審査委員会の決定を持って最終とする。  

 

第9条 (細則の変更) 

 社会的要因や産学連携に関する法令の改変や、個々の事例によっては、本細

則の一部に変更が必要となることが予想される。利益相反委員会は必要に応じ

て本細則の見直しのための審議を行い、理事会の決議を経て、細則を変更する

ことができる。  

 

附則 

第1条（施行期日）  

 本細則は、2019年9月2日より施行する。 

第2条（本細則の改正） 

 本細則は、社会的要因や産学連携に関する法令の改正、整備ならびに医療お

よび臨床研究をめぐる 

諸条件の変化に適合させるために、原則として、数年ごとに見直しを行うこと

とする。 

第3条（役員などへの適用に関する特則） 

 本細則施行のときに既に本学会役員などに就任している者については、本細

則を準用して速やかに所要の報告などを行わせるものとする。  
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誓 約 書 

 

年  月  日 

 

日本小児アレルギー学会誌 

 編集委員会 御中 

 

下記論文に関して、以下について相違ないことを誓約いたします。 

 

・「人を対象とする医学研究に関する倫理指針」を遵守している。 

・個人情報の保護に関する諸規定を遵守し、関係者の同意を得ている。 

・二重投稿ではない。 

・利益相反の開示内容について。 

 

 

論文名： 

 

 

 

著者名（共著者を含む全員）署名（自著）、捺印 

著者名 捺印 著者名 捺印 

    

    

    

    

    

2015年 11月一部改訂 
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